
　　　※平成27年度からの累計

　　　※(　　)内は令和７年10月３日現在

1,366棟

(1,358棟)

1,258棟

(1,250棟)

1,028棟

対応中　329棟(339棟)

ー令和７年11月17日現在ー

空家等の対応状況
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受付件数　1,374棟(1,366棟)
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対応済　1,045棟(1,027棟)
＜内訳＞
・居住者が存在するなど、空家等ではなかったもの　 　　　209棟(202棟)
・所有者等が建物を解体して更地になったもの　　　 　　　362棟(355棟)
・区の指導内容等(※)に対し、所有者等が履行したもの 　　474棟(470棟)
　(※)樹木の伐採、建物の修繕、門扉の施錠、害虫の駆除等

(96棟)

84棟

(84棟)

48棟

現場確認

登記情報調査
（所有者等調査のため、土地・建物の登記簿を取得したもの）

固定資産税情報照会
（所有者等調査のため、固定資産税の納税義務者情報を照会したもの）

通知送付
（所有者等に対し、文書で管理状況の問合せや適正管理の依頼を行ったもの）

立入調査
（空家特措法第９条第２項）

特定空家等 認定

助言・指導
（空家特措法第22条第１項）

勧 告
（空家特措法第22条第２項）

命 令
（空家特措法第22条第３項）

行政代執行
（空家特措法第22条第９項）

財
産
管
理
制
度
の
活
用

協議会等

協議会等

協議会等

協議会等

協議会等

管理不全な状態が続いた場合
管理不全空家等 認定、指導など


